
４６ 

議案第７９号 

 

おいらせ町立児童館条例の一部を改正する条例について 

 

おいらせ町立児童館条例（平成１８年おいらせ町条例第１０４号）の

一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 元 年１２月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

向山児童館について令和２年３月３１日を以って閉館することに伴

い、本条例に所要の改正を行うため提案するものである。 



４７ 

おいらせ町立児童館条例の一部を改正する条例 

おいらせ町立児童館条例（平成１８年おいらせ町条例第１０４号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条の表向山児童館の項を削る。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

    

 


